
 

 

 

 

令和 8年 3 月 21 日（土）、理事 19 名、監事 2 名が出席し、令和 7年度 第 6回理事会を開催し

ました。以下の協議事項 7件は、全理事一致で、承認されました。 

・協議事項 1．令和 8年度事業概要・事業計画（案）について  

重点目標、重点事業、重点事業内容及び基盤強化事業を中心に、事業計画（案）、支部事業計画

（案）について提案。理事より「県協会と支部の事業開催日が重複しないよう日程調整が必要」

「重点事業の目標値をわかりやすい表現にすること」等の意見がなされ再調整及び修正する旨を

回答。日程の再調整及び修正は執行部に一任。 

・協議事項 2．令和 8年度予算（案）について 

・協議事項 3．令和 8年度総会について 

令和 8年 6月 20日の通常総会の開催にあたり、総会運営規則第 2条の事項に沿った招集の手続

き、プログラム、提出議案等を提案。 

・協議事項 4．長崎県看護協会長表彰（案）について 

表彰規則第 2条により、審査基準を満たした 35名の方の推薦について提案。 

・協議事項 5．役員賠償責任保険について提案。 

・協議事項 6．令和 8年度「県への要望書」提出について 

令和 8年度についても引き続き提出することを提案。 

・協議事項 7．人事について 

定款第 46条第 3項、理事会運営規則第 9条第 5項、並びに正規職員就業規則第 7条に基づき、

重要な職員の令和 8年 3月 31日付けの解任、令和 8年 4月 1日付の選任について提案。  

報告事項としては、以下のとおりです。 

・令和 7年度事業報告及び支部事業報告、令和 7年度決算見込み、長崎県看護協会 BCP（事業継続

計画）について、委員について、令和 8年度長崎県看護キャリア支援センター事業計画について、

会員入会状況について等 
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